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弘前型スマートシティアカデミー参加者募集快適な雪国での
暮らしのために

の説明、講話・弘前型スマートシティ構想について／
第２回＝ 8月 23 日…講話、グループワーク／第３
回＝ 10月 20日…講話、グループワーク／第４回＝
11月 17日…グループワーク、発表・意見交換、講評・
表彰（発表に対する賞品があります）
※時間はいずれも午後５時～７時。
▽ところ　市民文化交流館（駅前町、ヒロロ３階）多
世代交流室２
▽応募方法　指定の申込書に記入の上、次のいずれか
の方法で提出を。
①郵送…〒 036･8551、上白銀町 1の 1、スマート
シティ推進室あて
②スマートシティ推進室へ直接持参
③ファクス…35･3765
④ Eメール…smart-city@city.hirosaki.lg.jp
※申込書は市ホームページに掲載しているほか、E
メールまたはファクスでも取り寄せできますので、希
望者はご連絡ください。
■問い合わせ先　スマートシティ推進室（☎40･7109）

　再生可能エネルギーの効率的な利用や ICT（情報
通信技術）の活用により「世界一快適な雪国弘前」を
実現するために策定した「弘前型スマートシティ構想」
に基づき、市の未来を担う若い世代を対象にスマート
シティの構築に向けた人材育成を図るため、「弘前型
スマートシティアカデミー」を開催します。弘前圏域
の将来を考えることに興味のある人はぜひ参加を。
※弘前圏域＝弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳
町、大鰐町、田舎館村、西目屋村
▽募集期限　7月 11日まで
▽対象　おおむね 15歳から 25歳までの弘前圏域に
在住または通勤・通学している人で、圏域の将来やス
マートシティについて知り、考えることに興味のある
人=20人程度（原則、全ての回に出席できる人）
※応募多数の場合は抽選で決定し、結果は応募者全員
に通知します。なお、中・高校生の応募者については、
20人を超えない限り抽選を免除します。
▽日程と内容（予定）　
第１回＝ 7月 25 日…アカデミーとグループワーク

　空き地や空き家、家庭の庭などで、雑草が茂ったり
害虫が発生したりして困っているとの相談が近隣住
民から寄せられています。空き地などの所有者や管理
者は、近隣住民の生活に迷惑を掛けないよう、定期的
に雑草を刈り取ったり、害虫の駆除を行ったりするな
ど、適切な管理をお願いします。
　また、アメリカシロヒトリの被害が拡大していま

す。駆除には、地域ぐるみで一斉に薬剤散布を実施す
ることが効果的です。そのため、市では町会を対象に
薬剤噴霧器の貸し出しを行っていますので、詳しくは
お問い合わせください。なお、自分で対処できない場
合は、害虫駆除業者や造園業者などにご相談ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（☎ 36・
0677）

敷地内の雑草や害虫などの対処はお早めに適切な管理を
お願いします

　市立病院の運営に市民の皆さんの意見を反映させ
るため、市立病院運営審議会の委員を公募します。
▽応募資格　市内に在住する20歳以上の市民で、過
去２年間に市立病院を利用したことがある人（議員、
公務員、現在または過去に市の審議会などの委員に
なっている人を除く）
▽募集人員　１人
▽募集期間　６月20日～７月 11日（当日消印有効）
▽任期・会議の開催など　任期は委嘱の日から２年
間。会議は平日の午後に開催予定。
▽報酬など　会議１回の出席につき、市の規定に基づ
く報酬、交通費を支給
▽応募方法　次の事項を記入した応募用紙を、郵送、
持参、ファクスまたはＥメール（添付ファイルの容量
は１メガバイト程度まで）で提出を。

①住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・電話番号・
職業・勤務先・主な職歴／②志望動機、抱負および平
成26年６月以降の市立病院の利用状況や市立病院に
対する意見など（400字以内）
※応募用紙の様式は自由ですが、参考様式を市立病院
ホームページに掲載しているほか、市立病院総務課
（市立病院１階）でも配布しています。なお、応募用
紙は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
▽選考方法　選考委員会で選考し、結果を応募者全員
に通知します。
■問い合わせ・提出先　市立病院総務課（〒 036・
8004、大町３丁目８の１、☎ 34・3211、ファクス
37・6367、Ｅメール shibyoujimu@city.hirosaki.
lg.jp、ホームページ http://www.city.hirosaki.
aomori.jp/hospital/）

市立病院運営審議会委員を募集市民の皆さん
から公募します

　社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生に理解を深め、それぞれの立場で
力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと
する全国的な運動です。
　『犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くた
めの取組を進めよう』『犯罪や非行をした人たちの立
ち直りを支えよう』の２つを行動目標として掲げ、「出
所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増
やすこと」「帰るべき場所がないまま、刑務所から社

会に戻る人の数を減らすこと」を重点事項に運動を展
開します。この機会に、立ち直ろうとする人を受け入
れ、支えるために何ができるか考え、できることから
始めてみましょう。
　７月は強調月間として、決起大会を行います。多く
の皆さんの参加をお待ちしています。
▽とき　７月３日（日）、午前10時半～正午
▽ところ　市民文化交流館ホール（駅前町、ヒロロ４階）
■問い合わせ先　福祉政策課（☎40・7037）

社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

みんなで支え合
う明るい社会を
目指して

昨年度の状況を
報告します 市の情報公開・個人情報保護制度

【情報公開について】
　市民の皆さんの一層の市政参加と、市政に対する的
確な理解を深めるため、「情報公開条例」で、市が保
有する公文書の開示を請求する権利を定めています。
平成 27年度の公文書開示請求などの状況は下表のと
おりでした。

○公文書開示請求の件数および決定の状況

区分 件数
決定の状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ ･却下

開示請求 228 161 50 8（7） 9
開示申出 0 0 0 0（0） ０
計 228 161 50 8（7） 9

○開示決定などに対する不服申立件数

区分 件数
処理の状況（件）

容認 一部容認 棄却 却下
諮問等
手続中 審理中

異議申立 6 1 0 0 0 0 5
※苦情の申し出はありませんでした。

【個人情報保護制度について】
　個人の権利・利益を保護するため、「個人情報保護
条例」で、個人情報の適正な取り扱い方と、市が保有
する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求する
権利を定めています。平成27年度の個人情報保護条
例の運用状況は下表のとおりでした。

○保有個人情報開示請求の件数および決定などの状況

区分 件数
決定などの状況（件）

開示 部分
開示

不開示（う
ち不存在）

請求取り
下げ・却下

開示請求 10 9 0 1（1） 0
※上記のほか、職員採用試験に関する口頭による開示
請求が73件ありました。
※訂正請求および利用停止請求はありませんでした。
※開示決定等に対する不服申し立てなどはありません
でした。
※事業者に対する勧告、説明または資料の提出要求な
らびに事業者が勧告に従わなかった旨の公表はありま
せんでした。

■問い合わせ先　法務契約課（☎35・1137）

古紙などの「資源ごみ回収ステーション」
設置者を募集

　県が推進する「もったいないあおもり県民運動」の
一環であるレジ袋の無料配布中止の趣旨に賛同し、県
内全店のレジ袋の有料販売に取り組んでいるユニバー
スでは、その収益金を環境貢献活動として還元するため、
古紙などの資源ごみ回収ステーションの設置・管理を行
い寄付金の受け入れを希望する団体を募集します。
▽対象団体　町内会、子ども会、ＰＴＡ、特定非営利
活動法人など

寄付金を
活用できます

▽寄付対象経費　資源ごみ回収ステーションの整備に
要する設置費用の一部
※本年度に設置する施設が対象。
▽寄付金額　約120万円（県内で６施設相当）
※１施設あたり上限20万円。
▽申し込み締切　７月29日（金）
■問い合わせ・申込先　環境管理課資源循環係（☎
35・1130）


